
 

御殿場市市民活動支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市民活動団体が行う市民活動を支援し、もって市民活動の促進を図

るため、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定め、その

交付に関しては、御殿場市補助金交付規則（昭和３０年御殿場市規則第１２号）及びこ

の要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 市民活動 営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与すること

を目的とし、自発的に行われる市民による活動をいう。 

(2) 市民活動団体 市内に活動拠点を有し、公益性のある非営利事業（宗教活動、政治

活動及び選挙活動を目的とする事業を除く。）に自主的に取り組む、３人以上で構成

する団体をいう。ただし、字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁

に基づいて形成されたものを除く。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付対象となる事業（以下次条において「補助対象事業」という。） は、

市民活動団体が自ら企画し、市内で実施する市民活動とする。ただし、次の各号のいず

れかに該当するときは、補助の対象としない。 

(1) 同一年度において、国、地方公共団体、民間団体等から他の制度による補助、助成

又は委託を受けている事業 

(2) 過去において御殿場市市民協働型まちづくり事業補助金交付要綱（平成１９年御殿

場市告示第７８号）第４条第１項第１号及び第２号に規定する補助金の交付を受けて

いる事業 

（補助金の額等） 

第４条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費の１０分の１０以内の額とし、３万円

を限度とする。ただし、市民活動団体の事務所の維持費その他の日常的な当該団体の運

営に要する経費は除く。 

２ 補助金の交付回数は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があ

ると認める場合は、この限りでない。 

 (1) １団体につき１会計年度中に１回を限度とする。 

(2) １団体につき１事業１回を限度とする。 



（補助金の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする市民活動団体（以下「申請者」という。）は、御

殿場市市民活動支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、

事業着手前に市長に申請しなければならない。 

(1) 事業計画書 

(2) 事業収支予算書 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（交付可否の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を

御殿場市市民活動支援事業補助金交付可否決定通知書（様式第２号）により、申請者に

通知するものとする。 

（精算報告） 

第７条 補助金の交付を可とする通知を受けた申請者（以下「交付決定者」という。）は、

事業が完了したときは、御殿場市市民活動支援事業補助金精算報告書（様式第３号）に

次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から３０日を経過した日又は補助金の交付を可

とする通知のあった日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに市長に報告し

なければならない。 

(1) 事業報告書 

(2) 事業収支決算書 

(3) 領収書の写し 

(4) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第８条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、交付すべき

補助金の額を確定し、御殿場市市民活動支援事業補助金額確定通知書（様式第４号）に

より交付決定者に通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第９条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、通知を受けた日から起算して１０

日以内に請求書を市長に提出しなければならない。 

（補助金交付の取消し及び補助金の返還） 

第１０条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段によりこの要綱に定める補助金の

交付を受けたときは、当該交付決定者に対し、その補助金の全部又は一部の返還を命ず

ることができる。 

 （関係書類の保管等） 

第１１条 交付決定者は、補助対象事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、当



該事業の終了した日の属する年度の翌年度から起算して５年間これを保管しなければな

らない。 

（補則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２３年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


